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届出書
)様式第12号（第14条関係）
火災とまぎらわしい煙又は火炎
を発するおそれのある行為の
	
令和　　年　　月　　日　　　
知多南部消防組合消防本部消防長　　殿

届出者
住　所
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
電　話　　　　　　　　　　　　　　　　

	発生予定日時
	自　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　　分から
至　　令和　　年　　月　　日（　）　　　時　　　分まで

	発生場所
	

	燃焼物品名
及び数量
	

	目的
	

	その他
必要な事項
	１　消火の準備　
□消火器　□水バケツ　□畑管　□消防団依頼　
□（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
２　概　要

３　その他

※　緊急時の連絡先　名前　　　　　　　　　　携帯　　　　　　　　　　　　　　　　　

	※　受付欄
	※　経過欄

	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
　　　２　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。
　　　３　その他必要な事項欄には、消火準備の概要その他参考事項を記入すること。
　　　４　※印の欄は記入しないこと。






































野外焼却チェックリスト

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令に定める「焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却」（第14条）

□　国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例：河川管理者が河川管理のために伐採した草木等を焼却するもの

□　震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却

□　風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例：地域行事における不用となった門松やしめ縄の焼却、お焚き上げ、寺院における不用となった卒塔婆の焼却
注意：神社、寺院等の敷地内で伐採した草木等の焼却は該当しない

□　農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例：農業の稲わらの焼却、田畑の維持管理のための焼却、
注意：農家でも自宅で伐採した草木等の焼却は該当しない

□　たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例：落ち葉焚き、バーベキュー、キャンプファイヤー、風呂焚き、焼き芋
注意：一般家庭の生ごみ、紙類、プラスチック、ビニール等の焼却は該当しない











火災とまぎらわしい煙又は火災を発生するおそれのある行為

－注意事項－
この届出は野外焼却を認めるものではありません。

１　火災警報、林野火災警報、乾燥注意報、強風注意報のいずれかが発表されている時は中止する。

２　林野火災注意報が発表されている時は火の使用の制限に従うよう努める。

２　水バケツや消火器等の消火用具を準備する。

３　必ず監視人を置く。

４　焼却は小分けにして実施する。

５　焼却後は確実に消火し、火種がないことを確認する。

６　煙や灰が交通の妨げや苦情の原因とならないように注意する。

７　周辺住民へ行為の内容を連絡し理解を得てから行う。

※　行為が火災予防上危険と判断された場合や苦情の通報が入った場合は行為の中止などの指導や消火する場合があります。
※　当該届出の内容を管轄する市町村環境担当課等へ情報提供いたします。
関係機関より内容確認の連絡がある場合があります。

上記注意事項を厳守し、火災予防に努めるとともに周辺住民への配慮の上届出行為を行います。

年　　月　　日　　届出者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※記名後届出書（正本、副本）に添付すること。



